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蒲郡バドミントン協会会則 

第１章 総  則 

 

（名 称） 

第１条 本会は、蒲郡バドミントン協会と称する。  

 

（事務所） 

第２条 本会の事務所は、蒲郡市スポーツ協会事務局内に置く。  

 

（目 的） 

第３条 本会は、蒲郡市スポーツ協会に所属し、蒲郡市におけるバドミントンの普及、振興に努め、市民

の健全なる精神の育成と体力の向上に貢献することを目的とする。  

 

（事 業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

(1)各種競技会練習会の開催 

(2)市内におけるバドミントン競技の普及、指導 

(3)蒲郡市スポーツ協会の実施する各事業への協力 

(4)その他本会の目的達成に必要な事業の実施  

 

第２章 組織及び役員 

 

（組 織） 

第５条 本会は、次条の会員を以て組織する。  

 

（会 員） 

第６条 会員は、本会の趣旨に賛同するもので、蒲郡市に在住、在勤もしくは在学する個人、市外在住者

で役員会が認めた個人、又は蒲郡市に事業所を有する会社等において１０人以上で組織する団体と

する。 

２ 会員は、第２０条の会費を納付することによって、本会に登録される。  

 

（役 員） 

第７条 本会は、第４条の事業を実施するため次の役員を置く。 

会  長 １名 

副 会 長 １名 

理 事 長（蒲郡市スポーツ協会派遣）１名 

書  記 １名 

会  計 １名 

理  事 ２０名以内 

監  事 ２名 
 

（名誉会長及び名誉副会長） 

第７条の２ 本会に名誉会長及び名誉副会長を置くことができる。  

２ 名誉会長は、本会の会長の職にあった者で、多年にわたり本会の発展に貢献した者の内から理事会が

推挙し、総会で決定する。 

３ 名誉副会長は、本会の副会長の職にあった者で、多年にわたり本会の発展に貢献したものの内から理

事会が推挙し、総会で決定する。 



令和 5 年 4 月 

蒲郡バドミントン協会会則 
－2－  

（会 長） 

第８条 会長は、理事会の推薦により、総会の承認を得て決定する。  

２ 会長は、本会を代表し、会務を総理する。  

 

（副会長） 

第９条 副会長は、理事会の推薦により、総会の承認を得て決定する。  

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。  

 

（理事長） 

第１０条 理事長は、理事の互選により、総会の承認を得て決定する。  

２ 理事長は、理事を代表し、総会及び理事会で決定された事を処理する。  

３ 理事長は、蒲郡市スポーツ協会の幹事を務める。  

 

（書 記） 

第１０条の２ 書記は、理事の互選により、総会の承認を得て決定する。  

２ 書記は、理事長を補佐し、本会の庶務に関することを処理する。  

 

（会 計） 

第１０条の３ 会計は、理事の互選により、総会の承認を得て決定する。  

２ 会計は、本会の経理に関することを処理する。  

 

（理 事） 

第１１条 理事は、別に定める推薦基準に基づき、会員の推薦により、総会で決定する。  

２ 理事は、会務の執行を補佐する。  

 

（監 事） 

第１２条 監事は、理事会の推薦により、総会の承認を得て決定する。  

２ 監事は、本会の経理を監査する。  

 

（任 期） 

第１３条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。  

２ 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。  

３ 役員は、任期が満了しても、次期の役員が決定されるまではその職務を遂行するものとする。  

 

第３章 総  会 

 

（総 会） 

第１４条 総会は、本会の最高議決機関で会員を以て組織し、毎年４月に会長がこれを招集する。 

ただし、次の場合は、臨時にこれを招集しなければならない。 

(1)会員の３分の１以上の請求があったとき。 

(2)会長が特に必要と認めたとき。  

２ 総会は、会員の過半数の出席がなければ成立しない。ただし、委任状を以て出席に代えることができ

る。  

３ 総会に議長を置き、議長は、理事長を以て充てる。  

４ 総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  
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（総会に付議すべき事項） 

第１５条 総会は、次の事項を審議議決する。 

(1)会則の制定及び改廃 

(2)予算及び決算 

(3)役員の承認決定 

(4)協会運営の基本的事項 

(5)その他特に重要な事項  

 

第４章 理 事 会 

 

（理事会） 

第１６条 理事会は、本会の執行機関で、理事長、副会長、書記、会計及び理事を以て組織する。  

２ 理事会は、理事長が随時招集し、総会で議決した事項及び日常の会務について審理する。  

３ 理事会は、会員全体の利益を追求し、誠実に職務を執行しなければならない。  

 

（会長の承認） 

第１７条 理事長は、理事会で決定した事項について、会長の承認を受けなければならない。  

 

（部 会） 

第１７条の２ 理事会に次の部会を置くことができる。 

(1)競技部 

(2)普及部  

２ 競技部及び普及部に所属する理事は、理事長が決定する。  

３ 部会に部会長を置き、部会に所属する理事の互選で決定する。  

 

（部会の職務） 

第１７条の３ 部会の職務は次の通りとする。 

(1)競技部は、各種競技会の企画立案及び運営を行う。 

(2)普及部は、練習会及び教室等の企画立案及び運営並びに新規会員の募集を行う。  

 

（幹 事） 

第１７条の４ 部会の職務を補佐するため、部会に幹事を置くことができる。  

２ 幹事は、団体会員に所属する者を以て充てる。  

３ 幹事の定数は、理事会で決定する。  

 

第５章 経費及び会計年度 

 

（経 費） 

第１８条 本会の経費は、次に掲げるものを以て支弁する。 

(1)会費 (2)交付金 (3)寄付金 (4)その他  

 

（会計年度） 

第１９条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日を以て終わる。  
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第６章 会  費 

 

（会 費） 

第２０条 会員は、次の区分により会費を納付しなければならない。 

(1)個人会員 年額４，８００円（小学生以下は半額） 

(2)団体会員 年額３６，０００円に１５人を超える１人につき１，２００円を加算した額  

 

第７章 雑  則 

 

（委 任） 

第２１条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。  

 

 

 

 附  則 

この会則は、昭和４９年４月１日から施行する。 

 附  則 

この会則は、平成２年４月２３日から施行する。 

 附  則 

１ この会則は、平成５年４月２１日から施行する。  

２ 平成５年度に任期が始まる理事は、改正後の会則第１１条第１項の規定にかかわらず、平成４年度の

理事会が推薦する。  

 附  則 

この会則は、平成７年４月１２日から施行する。 

 附  則 

この会則は、平成９年４月１６日から施行する。 

 附  則 

この会則は、平成１５年４月１７日から施行する。 

 附  則 

この会則は、平成１６年４月１５日から施行する。 

 附  則 

この会則は、平成２７年４月１６日から施行する。 

 附  則 

この会則は、令和５年４月２７日から施行する。 

 

 


